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参議院常任委員会調査室・特別調査室

令和元年度決算審査の概要 

― 警告決議に係る質疑と審査結果等について ― 

桑原 誠 

（決算委員会調査室） 

１．参議院における令和元年度決算の審査経緯 

２．警告決議に係る質疑の概要 

（１）新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）における不具合発生について

（２）企業主導型保育事業における病児保育等の未実施等について

（３）総務省幹部職員の利害関係者との不適切な会食等について

（４）放送法に基づく外資規制違反事案について

（５）震災復興医療体制整備システムが全く利用されなかった事態について

（６）事務処理誤りによる過払い年金の返還請求に係る不適切事案について

（７）東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所における不適切事案について

（８）地域再エネ水素ステーション導入事業の不適切な実施について

３．令和元年度決算の審査結果等 

（１）決算の是認

（２）決算に対する各会派の賛否及び意見

（３）警告決議

（４）令和元年度決算審査措置要求決議

（５）会計検査院への検査要請

４．令和元年度決算審査に基づく決議の特色 

５．決算審査の更なる充実に向けた今後の課題 

１．参議院における令和元年度決算の審査経緯 

国の令和元年度決算1は、第 203 回国会（臨時会）の令和２年 11 月 20 日に、会計検査院

1 令和元年度決算とともに令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書、令和元年度国有財産無償貸付状況総

計算書が提出され、決算外２件として一括して審査された。 
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の令和元年度決算検査報告とともに国会に提出された。参議院においては、同月 30 日の本

会議において決算の概要報告及びこれに対する質疑を行った後、決算委員会に付託され、

同日、委員会において麻生財務大臣から決算の概要説明を、森田会計検査院長から検査報

告の概要説明をそれぞれ聴取した。第 204 回国会（常会）の令和３年４月５日に菅内閣総

理大臣以下全大臣出席の下、全般質疑を行い、その後、省庁別審査を計６回、５月 31 日に

麻生財務大臣及び質疑者要求大臣の出席による准総括質疑、６月７日には菅内閣総理大臣

以下全大臣出席の下、締めくくり総括質疑を行い、同日に討論及び採決を行うことによっ

て、委員会での審査を終えた。 

そして、６月９日の本会議で野村哲郎決算委員長から委員長報告がなされ、令和元年度

決算を是認するとともに、「内閣に対する警告」（以下「警告決議」という。）を行うことを

決定した。決算が提出された翌年又は当該年の常会会期中に議了するのは、平成 24 年度決

算以降８年連続となっている（図表１）。 

本稿では、令和元年度決算審査における様々な論議のうち、警告決議に係る質疑の概要

を紹介するとともに、令和元年度決算の審査結果等をまとめることとしたい。 

 

図表１ 参議院における各年度決算の議決（過去 10 年度分） 

 

（出所）筆者作成 

 

２．警告決議に係る質疑の概要 

（１）新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）における不具合発生について 

厚生労働省は、令和２年６月に新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を公開した

が、アプリ改修時の動作テストが不十分で、同年９月末から一部利用者に対して接触通知

を配信できていなかったことに気付かず、令和３年２月になって事態を公表したことが問

題となった。 

委員会では、COCOA の不具合の改善状況、ダウンロード数及び陽性登録件数が低調となっ

ていることに対する認識等についてただされた。厚生労働省は、「アンドロイド端末の場合

に１日１回のアプリの再起動を要するという不具合については、有志の民間のエンジニア

H22  H23.11.22 　第180回（H24.1.24～24.9.8）  H25. 5.20 是認  H25. 5.22 是認

23 24.11.16 　第183回（25.1.28～25.6.26）

24 25.11.19 　第186回（26.1.24～26.6.22）

25 26.11.18 　第189回（27.1.26～27.9.27） 　27. 6.29 是認 　27. 7. 1 是認

26 28. 1. 4 　第190回（28.1.4～28.6.1） 　28. 5.23 是認 　28. 5.25 是認

27 28.11.18 　第193回（29.1.20～29.6.18） 　29. 6. 5 是認 　29. 6. 7 是認

28 29.11.21 　第196回（30.1.22～30.7.22） 　30. 6.18 是認 　30. 6.27 是認

29 30.11.20 　第198回（31.1.28～R元.6.26）  R元. 6.10 是認  R元. 6.14 是認

30  R元.11.19 　第201回（2.1.20～2.6.17） 　 2. 6.15 是認 　 2. 6.17 是認

   R元  2.11.20 　第204回（3.1.18～3.6.16） 　 3. 6. 7 是認 　 3. 6. 9 是認

国会提出日

　26. 6. 9 　26. 6.11

決算年度
決算委員会 本会議

議決年月日

是認 是認

提出された翌年又は当該年の常会
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から問題解決のために様々な提案をいただくとともに、内閣官房ＩＴ総合戦略室にも協力

をいただきながら現在改善を図っているところである」旨答弁した2。また、田村厚生労働

大臣は、「数か月にわたって機能していない機種があったということについて深くおわび

申し上げる。2,200 万人を超える方々にダウンロードしていただいたが、内閣官房ＩＴ総

合戦略室と連携して、更なる登録のために努力してまいりたい」旨答弁した3。 

 

（２）企業主導型保育事業における病児保育等の未実施等について 

内閣府の企業主導型保育事業により整備した 25 施設の病児保育室又は一時預かり室に

ついて、８施設で看護師等の確保ができないなどの理由により病児保育等を全く実施して

いなかったこと、３施設で病児保育等の実施を中止し再開する予定がないこと、また、補

助事業者である公益財団法人児童育成協会が、助成申込書を審査する際に、実施体制等に

係る計画の提出を求めず職員の確保等に係る審査を行っていなかったこと、病児保育室等

の整備後において、利用実態を把握し必要に応じて指導を行う仕組みを整備していなかっ

たことが会計検査院により指摘された4。 

委員会では、会計検査院の指摘に対する受け止め、事態の発生原因及び今後の対応策に

ついてただされた。坂本少子化対策担当大臣は、「真摯に受け止め、児童育成協会を通じた

制度の周知、指導監査基準の改正、病児保育室等を病児保育等以外の用途に変更して利用

するための手続を助成要領等に定めることなどの対応を行っている。内閣府の指示の下、

児童育成協会において、令和２年度の新規助成申請者から、病児保育等の実施体制に係る

計画及びチェックシートを提出させた上で審査するなど具体的な対応を行っており、早急

に審査の改善を図っている。十分反省しながら、更にしっかりとした指導をしてまいりた

い」旨答弁した5。 

 

（３）総務省幹部職員の利害関係者との不適切な会食等について 

 総務省の複数の幹部職員が、利害関係者との会食において、当該利害関係者から飲食費

の負担や贈答品等を受けていたことなどが明らかとなり、国家公務員倫理規程違反として

懲戒処分が行われるに至った。当該幹部職員のうち総務審議官は、総務省の内部調査にお

いて、事実と異なる説明を繰り返し、追加の懲戒処分が行われた。また、自己の飲食に要

する費用の負担が１万円を超える会食の際には倫理規程上の届出を行う必要があるにもか

かわらず、総務省の幹部職員はその認識が欠如していたことも内部調査で明らかになった。 

委員会では、総務大臣としての責任、事態の発生原因、再発防止策等についてただされ

た。武田総務大臣は、「当該事案によって国民の信頼を損ねたことを心から申し訳なく思っ

ている。多数の幹部職員、管理職員が倫理法令に違反した行為を複数回行い、処分を受け

るに至ったことの責任を痛感しており、大臣給与を３か月間自主返納した。これまでに取

 
2 第 204 回国会参議院決算委員会会議録第４号（令 3.4.19） 
3 第 204 回国会参議院決算委員会会議録第７号（令 3.5.24） 
4 会計検査院の指摘の詳細は以下を参照。会計検査院ホームページ<https://www.jbaudit.go.jp/report/new/ 

all/pdf/fy01_04_02_11.pdf>（以下、ＵＲＬの最終アクセスは、いずれも令和３年７月９日である。） 
5 第 204 回国会参議院決算委員会会議録第８号（令 3.5.31） 
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りまとめた報告書では、多くの職員が倫理法令に対する認識の甘さを口にしていることを

受け、再発防止策を盛り込んでおり、これを受けて、まずは幹部職員の研修を実施し、大

臣官房に監察室を設置するといった監察体制の整備を既に行っている。現在、その後明ら

かとなった倫理法令違反の疑いのある会食に係る調査において、検事経験のある弁護士を

含め常に第三者のチェックをいただきながら、情報通信担当部署の本省課長級相当職以上

等 144 名を対象とし、徹底的に真相究明を行っている。今後の調査結果を踏まえた更なる

再発防止策についても検討の上、先頭に立って、コンプライアンスを徹底的に確保し、国

民の信頼回復に努めてまいりたい」旨答弁した6。  

 

（４）放送法に基づく外資規制違反事案について 

株式会社東北新社は、平成 29 年１月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けた

が、令和３年３月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制

に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式

会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。総務省による審査が

不十分であったことにより、同省が本来基幹放送事業者として認定すべきでない事業者を

認定していたことが問題となった。 

委員会では、安全保障にも関わる重要な外資規制が有効に機能しなかった事態の責任及

び再発防止策についてただされた。武田総務大臣は、「本件は、東北新社の申請書における

ミスが主たる原因とはいえ、認定当時のプロセスにおいて総務省側の審査も十分ではな

かったと考えており、重く受け止めている。こうした事態を二度と起こさないように、認

定の申請時及び認定後、定期的に外資比率の数値とその裏付けとなる資料を求めるなど、

総務省における審査体制の強化についても検討してまいりたい」旨答弁した7。 

 

（５）震災復興医療体制整備システムが全く利用されなかった事態について 

国立大学法人佐賀大学が平成 24 年度の運営費交付金を原資として措置した震災復興医

療体制整備システムについて、佐賀大学及び九州地区の６国立大学法人（以下「参加大学」

という。）の保有する医療データを佐賀大学で集積、分析し、災害時に効果的な薬剤配給等

ができるよう支援を行うことなどを目的に運用することになっていたにもかかわらず、佐

賀大学が参加大学と役割分担等について十分に合意形成を図らなかったなどのため、当該

システムに医療データが取り込まれず、平成 26 年の納品以降全く利用されていなかった

ことが会計検査院により指摘された8。 

委員会では、事態の発生原因、文部科学省による当該システムに係る進捗等の把握状況、

再発防止に向けた同省としての支援の在り方についてただされた。文部科学省は、「佐賀大

学に対して原因分析、再発防止を講じるよう求め、昨年 12 月に佐賀大学から報告を受け

た。大学からの報告によると、当該システムが活用されていなかった原因については、会

 
6 第 204 回国会参議院決算委員会会議録第８号（令 3.5.31） 
7 同上 
8 会計検査院ホームページ<https://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy01_05_17_01.pdf> 
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計検査院からの指摘に加え、七つの各大学独自の医療データに係る標準化作業に当初の想

定以上の時間を要し、作業が完了できず、本システムの目的を達成できない状況となった

ということ、さらに、佐賀大学において特定教員のみが事業を進め、情報共有が十分に行

われないまま全体計画や責任体制が不明確となったことを原因としていると聞いている」

旨答弁した9。また、萩生田文部科学大臣は、「予算要求段階ではたとえ良いことであって

も、その後確認しないというのは言語道断であり、文部科学省本省としてもきちんと反省

しなければならない。佐賀大学において改善方策を踏まえた適切な対応が行われているこ

とをしっかり確認し、必要に応じ指導するとともに、有効利用の状況についても相談に乗っ

てまいりたい」旨答弁した10。 

 

（６）事務処理誤りによる過払い年金の返還請求に係る不適切事案について 

日本年金機構（以下「機構」という。）は、事務処理誤りによる過払い年金が発生した場

合の返還請求に係る事務を行っているが、事務処理の遅延等により過払い年金の一部又は

全部について５年間の消滅時効期間を経過して返還請求が行えなくなった事案が多数発生

していたことが会計検査院により指摘された11。 

 委員会では、事態の発生原因、会計検査院から指摘されたことを踏まえて講じた対策、

厚生労働省の責任に対する受け止めと再発防止策についてただされた。厚生労働省は、「年

金事務所において事務処理要領に定めたスケジュールどおりに事務を行っていないケース

があることに加え、機構本部における進捗管理も十分でなかったことから、時効の経過に

よって返還請求を行えない部分が生じたと認識している。会計検査院からの指摘を受け、

本年３月に厚生労働省から機構に対し、返納事務の見直しに関する通知を発出しており、

これを受けて機構では、事務処理要領を改正し、４月から事務の見直しを図っているとこ

ろである」旨答弁した12。また、大隈厚生労働大臣政務官は、「厚生労働省としては、見直

し後の事務が適切に実施されるよう引き続き機構を指導していくとともに、事務処理誤り

の予防、早期対応など、そもそも機構における事務処理誤り自体の発生を防止する取組も

並行してしっかりと行ってまいりたい」旨答弁した13。 

 

（７）東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所における不適切事案につ

いて 

東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）柏崎刈羽原子力発電所

において、ＩＤカード不正使用や核物質防護設備の機能の一部喪失等の一連の不適切事案

が発生し、テロ対策に重大な不備があるとして、原子力規制委員会から特定核燃料物質の

移動を禁じる是正措置命令が下される事態となった。 

委員会では、事態に対する東京電力としての受け止め、東京電力において不祥事が続い

 
9 第 204 回国会参議院決算委員会会議録第５号（令 3.4.26） 
10 同上 
11 会計検査院ホームページ<https://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy01_04_08_25.pdf> 
12 第 204 回国会参議院決算委員会会議録第７号（令 3.5.24） 
13 同上 
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ている理由、原子力発電所の再稼働を進める国としての事態への責任等についてただされ

た。東京電力は、「一連の不適切事案を起こし、改めて深くおわび申し上げる。福島第一原

子力発電所における重大事故の反省から、安全意識、技術及び対話力の不足を向上させる

ための取組を進めてきたが、それが十分でなかったと認識している。根本的な原因究明と

組織全体として対策の強化を図り、抜本的な対策を講じていく必要があると考えている」

旨答弁した14。また、菅内閣総理大臣は、「東京電力が重大かつ不適切な事案を起こしたこ

とは大変遺憾であり、深刻に受け止めている。原子力規制委員会からも、柏崎刈羽原子力

発電所の組織的な管理機能の低下や安全文化の劣化が指摘されていると承知している。過

去の不適切な事案も踏まえ、なぜこのような事態を繰り返してしまうのか、東京電力が規

制委員会の検査に真摯に対応し、根本的な原因を究明しなければならないのは当然である。

経済産業省も、東京電力に任せるのではなく、組織的な改善の道筋を描いていかなければ

ならない」旨答弁した15。 

 

（８）地域再エネ水素ステーション導入事業の不適切な実施について 

環境省は、平成 27 年度から再エネ発電により水素を製造して燃料電池自動車等に供給

する水素ステーション（地域再エネ水素ステーション）の導入事業を実施していたが、会

計検査院が 19 事業を検査したところ、17 事業において、再エネ発電電力量により、水素

の製造に必要な電力量（以下「必要電力量」という。）の全量相当分が賄われていなかった

事態のみならず、そもそも必要電力量を明確に把握できていない技術的な課題があること

も明らかとなり、同事業を廃止する事態となった16。 

委員会では、会計検査院の指摘に対する受け止めと責任の所在、将来の同種事業の実施

に関する検討状況等についてただされた。小泉環境大臣は、「責任を重く受け止め、反省し

ている。確認が不十分だったといったことも指摘されたので、事業を廃止して令和２年度

予算にも要求しなかった。昨年８月から、技術的な検証を行ってきており、今回の事態が

生じた要因として、例えば施設が設置された場所の天候や設備の使用環境など、特定の条

件では必要電力量が変動することがあり、再エネで供給する必要がある消費電力量の変動

等を十分考慮すべきだったことなどが明らかとなった。今後、環境省の事業において再エ

ネ水素ステーションを活用する機会がある場合には、実際の施設の置かれた特定の条件等

にきめ細かく配慮するなど再発防止に努めてまいりたい」旨答弁した17。 

 

３．令和元年度決算の審査結果等 

（１）決算の是認 

 令和元年度決算は、令和３年６月７日の決算委員会での採決の結果、多数をもって是認

すべきものとし、全会一致をもって内閣に対して警告すべきものと議決された。また同日、

 
14 第 204 回国会参議院決算委員会会議録第１号 47 頁（令 3.4.5） 
15 同上 
16 会計検査院ホームページ<https://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy01_04_12_04.pdf> 
17 第 204 回国会参議院決算委員会会議録第８号（令 3.5.31） 
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令和元年度決算審査措置要求決議が全会一致をもって議決されたほか、国会法第 105 条18

の規定に基づき会計検査院に対し会計検査の要請を行った。６月９日の本会議においては、

令和元年度決算は多数をもって是認することとし、警告決議は全会一致をもって議決され

た。 

 

（２）決算に対する各会派の賛否及び意見 

令和元年度決算の委員会採決において、自由民主党・国民の声、公明党は決算の是認に

賛成、立憲民主・社民、日本維新の会、国民民主党・新緑風会、日本共産党は是認に反対

した。討論は反対討論のみが行われ、各会派から述べられた意見は、おおむね次のとおり

である。 

立憲民主・社民は反対理由として、令和元年度決算検査報告で掲記された内容がひどい

ものであり、その例として、地域再エネ水素ステーション導入事業において、必要電力量

そのものの把握すらできないというずさんな実態があり事業の廃止に至ったこと、災害拠

点病院の自家発電機の浸水対策が不十分であった事態について、10 年前の東日本大震災の

際、浸水によって原子力発電所の非常用発電機が機能しなくなり、未曽有の大惨事につな

がったという重い教訓があるにもかかわらず、災害拠点病院がこの教訓から学んでいな

かったこと、震災復興医療体制整備システムが全く利用されていなかった事態について、

九州地区の七つの国立大学が持つ医療データを佐賀大学に集積し、災害時に役立てるよう

にするシステムが全く機能しておらず、救えるべき命が救えなかったかもしれない事態が

進行していたことなどを指摘した。 

日本維新の会は反対理由として、令和元年度決算検査報告の指摘は 248 件、297 億円で

あり、新型コロナウイルス感染症拡大によって会計検査院が実地検査を抑制したため、前

年度の 335 件、1,002 億円と比べ大幅に減少し、過去 10 年で最少となったが、そのような

中でも、過去何度も同じ指摘を受けながら国費の不適切な支出が繰り返されている現状は

改まっていないこと、独立行政法人の繰越欠損金が回収不能となるおそれがあること、エ

ネルギー使用合理化等事業者支援事業において、事業により達成した省エネルギー量の実

績を正しく計算すると、交付申請した際の計画量を達成していない事態などが明らかと

なったこと、官民ファンドの投資実績が低調で、大きな累積損失が生じていること、ＯＤ

Ａ事業において効果を十分発現していない事態が続いていることを指摘した。 

国民民主党・新緑風会は反対理由として、税金の私物化の場となった桜を見る会に予算

の３倍に上る 5,518 万円も支出し、しかも参加者名簿が廃棄されたとして非公開であるこ

と、効果のない消費税率引上げ対策を実施したこと、イージス・アショアなど米国の有償

援助（ＦＭＳ）で防衛関係費が際限なく増えるおそれがあること、非常に楽観的過ぎる経

済成長のシナリオと問題のある統計データに基づいて組まれた予算であったこと、同会派

等から提案された４項目の会計検査院への検査要請（後述（５））が自由民主党・国民の声

の拒否により項目から外され、参議院の存在意義である決算重視の原則が踏みにじられた

 
18 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項につ

いて会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。 
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ことを指摘した。 

日本共産党は反対理由として、消費税を 10％へと増税し、国民に 5.7 兆円もの負担増を

押し付けるとともに、生活扶助費の切下げや後期高齢者保険料軽減特例廃止等の社会保障

関係費の削減など更なる給付減と負担増をもたらしたこと、安倍前政権の下で新防衛計画

の大綱と中期防衛力整備計画を策定して戦争する国づくりを進めたこと、三大都市圏環状

道路、国際コンテナ戦略港湾等の新規大型開発事業を優先し、技術面、安全面、環境面で

問題が指摘されている東京外郭環状道路とリニア中央新幹線の建設を推し進め、原発再稼

働を強行し、核燃料サイクルを温存していることを指摘した。 

 

（３）警告決議 

決算に関する参議院の議決を構成する警告決議は、政府の事務事業等における不当・不

適正な事象で政府が非を認めているものや、不作為やずさんな実施等により非効率な予算

執行が生じた事象等に対し、参議院の立場から遺憾の意を込めて内閣に警告を発するもの

である。令和元年度決算自体は多数をもって是認されたが、警告決議は委員会、本会議と

もに全会一致で議決されている。令和元年度決算に関して議決した警告決議の項目は、図

表２のとおりである19。この警告に対し、菅内閣総理大臣は、令和３年６月９日の本会議に

おいて、「政府としては、従来から国の諸施策の推進に当たって、適正かつ効率的に執行す

るよう最善の努力を行っているところであるが、今般８項目にわたる指摘を受けたことは、

誠に遺憾である。これらの決議の内容は、いずれも政府として重く受け止めるべきものと

考えており、決議の趣旨を十分に踏まえ、今後このような指摘を受けることのないよう改

善、指導していく」旨の所信を述べた20。 

 

図表２ 警告決議の項目 

 

（くわばら まこと・内線 75345） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 決議本文は以下を参照。参議院ホームページ<https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/ 

204/k010_21060901.pdf> 
20 第 204 回国会参議院本会議録第 29 号（令 3.6.9） 

１．新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）における不具合発生について 

２．企業主導型保育事業における病児保育等の未実施等について 

３．総務省幹部職員の利害関係者との不適切な会食等について 

４．放送法に基づく外資規制違反事案について 

５．震災復興医療体制整備システムが全く利用されなかった事態について 

６．事務処理誤りによる過払い年金の返還請求に係る不適切事案について 

７．東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所における不適切事案に 

ついて 

８．地域再エネ水素ステーション導入事業の不適切な実施について 
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（４）令和元年度決算審査措置要求決議 

措置要求決議とは、警告決議の対象となるほどの事象ではないが、決算的観点から行政

の制度や実施面での改善が必要な場合や、警告決議の対象となるような不正や無駄が生ず

る背景に、制度上や事業実施の枠組みの問題がある場合に委員会として改善を求める決議

である。この措置要求決議は平成 15 年度決算審査以降、全ての会派の合意に基づいて議決

されてきており、今回も、決算是認の賛否にかかわらず、全会派が賛成している。令和３

年６月７日の決算委員会において、令和元年度決算審査における議論を踏まえて議決した

措置要求決議の項目は、図表３のとおりである21。 

 

図表３ 令和元年度決算審査措置要求決議の項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）会計検査院への検査要請 

決算委員会は、決算審査において行政の制度や仕組みに関して指摘された問題のうち、

その実態が不明確なものについて、国会法第 105 条の規定に基づき、会計検査院に対して

検査要請を行い、その検査結果を後年度の決算審査で活用している。 

今般、決算委員会は、令和元年度決算審査を踏まえ、令和３年６月７日、会計検査院に

対し、１項目の検査要請を行うことを決定した（図表４）。 

なお、決算審査の過程においては、この１項目のほかに新型コロナウイルス感染症対策

に係る政府情報システム等の整備、管理、利用等の状況について、新型コロナウイルス感

染症対策に係る給付金事業等における事務費の執行状況等について、予備費の使用等の状

況について及び全世帯への布製マスクの配布事業の実施状況等について、それぞれ検査要

請の提案があったが、与野党の合意に至らず、検査要請は行われなかった。 

 

図表４ 会計検査院への検査要請 

 

 

 

 
21 決議本文は以下を参照。参議院ホームページ<https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/ 

204/k028_21060701.pdf> 

１．地方公共団体の情報セキュリティ対策のための支援について 

２．予備費の適切な使用について 

３．特別支援教育における専門性の向上及び指導体制の充実について 

４．災害拠点病院における自家発電機等の不十分な浸水対策について 

５．就職氷河期世代を対象とした限定求人の改善について 

６．高収益作物次期作支援交付金の運用見直しをめぐる混乱について 

７．株式会社日本貿易保険における不適切事案について 

８．エネルギー使用合理化等事業者支援事業の不適切な実施について 

・放射性物質汚染対処特措法３事業等の入札、落札、契約金額等の状況について   
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４．令和元年度決算審査に基づく決議の特色 

令和元年度決算では、内閣に対する８項目の警告決議及び８項目の措置要求決議が議決

され、１項目の会計検査院への検査要請が行われた。過去 10 年度で見ると、警告決議は平

成 26、28 年度と並んで最多、措置要求決議と検査要請は近年では若干少ない項目数となっ

た（図表５）。 

これらの決議は、本会議、決算委員会における審査の結果、より適正な予算執行等が必

要と判断され、国会の財政統制機能の観点から与野党協調の下に政府等の行財政運営に改

善を求めたものである。 

 

図表５ 本会議及び決算委員会における警告決議等の 

項目数（過去 10 年度分） 

 
（出所）筆者作成 

 

 今回の決議の特色として、まずは総務省幹部職員による利害関係者との不適切な会食と

株式会社東北新社の外資規制違反事案について警告決議を行ったことが挙げられる。上述

のとおり、警告決議は、政府の事務事業等における不当・不適正な事象で政府が非を認め

ているもの等に対し、参議院の立場から遺憾の意を込めて内閣に警告を発するものである

が、その他、社会的な関心が高く国会として意見を表示しておくべき事象、いわゆる社会

問題となった事象に対しても警告を発することがある。昨年も、検察庁幹部職員が新型コ

ロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言発令中に賭けマージャンを行っていたことなど

を受けて警告決議を行っており22、政府の幹部職員による不適切な行為に対し２年連続で

警告を発することとなった事態は深刻である。政府には、改めて公務に対する国民からの

信頼回復に向けた取組を徹底することを求めたい。 

 また、現在政府が特に注力しているデジタル化や脱炭素・エネルギー政策に係る決議が

行われた点も特徴的である。デジタル化については、警告決議として、新型コロナウイル

ス接触確認アプリ（COCOA）において不具合が発生した事態及び震災復興医療体制整備シス

 
22 決議本文は以下を参照。参議院ホームページ<https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/ 

201/k010_20061701.pdf> 

    H22 ５ ９ ４

23

24

25 ６ ９ １

26 ８ 13 １

27 ７ 10 ２

28 ８ ５ ２

29 ７ 17 ５

30 ５ 14 ２

    R元 ８ ８ １

決算年度 警告決議 措置要求決議 検査要請

７ 11 １



立法と調査　2021.7　No.437
156

 

テムが全く利用されなかった事態、措置要求決議として、一部の地方公共団体においてマ

イナンバー利用端末等に係る情報セキュリティ対策が不十分であったなどの事態について

議決された。脱炭素・エネルギー政策については、警告決議として、地域再エネ水素ステー

ション導入事業において事前の技術的検証を怠ったために廃止に至った事態、措置要求決

議として、エネルギー使用合理化等事業者支援事業において誤った省エネルギーの実績量

で補助金が交付されていたなどの事態について議決された。いずれも適切に計画、運用さ

れていれば社会に便益をもたらすものであったと思われるが、トップダウンによる政策理

念や目標の設定と、現場で実務に携わる職員の意識や技術的な実効性が乖離していたため

に生じた問題であるとも言えよう。社会環境の急速な変化を踏まえ、野心的な政策目標を

掲げること自体は否定されるものではないが、国費を原資とする事業である以上、事前の

慎重な検討、適時適切な進捗管理及び事後の効果検証は不可欠である。 

 近年、我が国において災害が頻発化、激甚化しており、災害対策は政府が最優先で取り

組むべき施策の一つであるが、例年同様、本年も災害対策に係る不適切な事案についての

決議が行われた。図表６のとおり、過去 10 年度の実績を見ると、毎年度、災害対策に関連

する警告決議や措置要求決議が行われており、過去の失態から得られた教訓や改善に向け

た取組が政府の中で適切に共有されるよう徹底する必要がある。 

 

図表６ 災害対策に関連する警告決議等（過去 10 年度分） 

 
 （注）東日本大震災復旧・復興事業に関する決議を含む。 

（出所）筆者作成 

決算年度 警告決議 措置要求決議

   H22
・東日本大震災復旧・復興関係経費における復旧・復
　興との関連性を見いだし難い支出について

・東日本大震災復旧・復興関係経費の迅速かつ円滑な
　執行の確保等について
・大規模な治水事業における事業の計画及び実施の適
　時適切な見直し等について

23

24

25
・福島第一原子力発電所からの汚染水流出に関する不
　適切な対応等について
・火山の監視観測体制等の不備について

・原子力災害対策に係る事業への不適切な補助金交付
　について
・防災システムの確実かつ有効な活用について
・東日本大震災の被災地において遅れている防災集団
　移転促進事業等について
・土砂が堆積するなどしたダムの機能の改善について

26 ―
・東日本大震災の被災自治体において策定されていな
　い津波避難計画等について
・土砂災害対策に係る事業の改善について

27
・東日本大震災に係る復旧工事等をめぐる入札談合に
　ついて
・除染事業における不適正事案について

・復興関連基金及び復興交付金事業における余剰金等
　の有効活用について

28
・福島第一原子力発電所事故の除染事業における相次
　ぐ不適切事案について

―

29
・災害関連情報システムの不適切な運用管理について
・平成三十年七月豪雨における情報伝達・発信等の不
　十分な対応について

・災害復旧事業及び耐震補強工事において整備される
　施設の安全確保について
・治山事業における不適切な事業実施等について

30 ―
・農業用ため池の防災減災事業の適切な実施について
・河川管理施設等の防災施設に設置された電気設備の
　耐震調査の確実な実施について

   R元
・震災復興医療体制整備システムが全く利用されな
　かった事態について

・災害拠点病院における自家発電機等の不十分な浸水
　対策について

―

・東日本大震災の被災市町村における職員不足の解消
　について
・東日本大震災の復旧・復興事業に係る入札不調及び
　工事の遅延への対策について
・洪水ハザードマップ等の有効活用による防災・減災
　対策について
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 最後に、予備費の適切な使用に関する措置要求決議が行われたことも特筆すべき点であ

る。予備費に関しては、これまで突発的に発生した災害の復旧事業や訴訟に係る賠償金等

への使用が主であり、その在り方等について国会審議で取り上げられることは少なかった

が、新型コロナウイルス感染症対策として令和元年度予備費が使用されたことを始め、そ

の後の感染拡大に伴い、２年度に最大 11.5 兆円、３年度に５兆円という巨額の新型コロナ

ウイルス感染症対策予備費が計上されたことを契機に、決算委員会においても予備費の使

用理由や積算根拠、執行実績等について議論が行われた。従来、警告決議等では、会計検

査院の検査報告における指摘事項や政府の不祥事など、個別の事業等を対象に決議を行う

ことが通例であった。しかし、国民的な関心の高まりとともに、国会による予算の事前議

決の原則の例外である予備費の使用の在り方に関する説明責任がより厳しく求められる状

況下では、行政監視機能を有する国会が決議を行い、予備費制度の趣旨について政府に強

く自覚を促すことは意義のあることと言えよう。 

 

５．決算審査の更なる充実に向けた今後の課題 

 これまで見てきたとおり、決算委員会は、令和元年度決算審査を通じて、政府の事務事

業において発生した不適切な事態や国費の無駄な支出等に関し、その原因や責任を追及す

るとともに、再発防止策についてただし、結果として８項目ずつの警告決議と措置要求決

議に結実させた。決算を重視する参議院において、決算委員会に期待される役割を果たし

たものと言える。一方で、改めて「そもそも決算とは何か」という観点に立ち返ってみる

と、まだ課題が残されていることを指摘しておきたい。 

 言うまでもなく、決算とは予算の執行実績であり、国においては毎年度政府から国会に

提出される決算書によって明らかにされるものである。したがって、その形式は基本的に

予算書における科目区分等に従って表示される。予算書と決算書の表示形式については、

平成 15 年６月に財務省の財政制度等審議会が取りまとめた「公会計に関する基本的考え

方」において、「表示科目が事業の内容とは必ずしも結びついておらず分かりにくい上、政

策目的ごとに区分されておらず、事後の評価になじみくいという問題」23が指摘されたこと

を契機に見直しが行われ、20 年度分から新たな表示科目に変更された24。これにより、各

省庁における施策が項ごとに整理され、決算書における項の計数を見ることで各施策の支

出額や翌年度繰越額等が分かるようになった。しかし、見直し後の表示形式についても、

一つの施策に対して複数の項が対応していたり、予算の補正や移替え等によって予算書の

項が決算書の項と異なる場合があったりするため、依然として予算の妥当性を決算で検証

することが難しいことが指摘されている25。 

確かに決算は予算の執行実績ではあるものの、単に予算書の科目区分等に従った決算書

を国会に提出すれば事足りるものではない。決算には、「予算執行の結果を国民・国会に

 
23 財政制度等審議会「公会計に関する基本的考え方」（平成 15 年６月 30 日）13 頁 
24 本件については決算委員会でも質疑が行われ、平成 16 年度決算審査措置要求決議（平成 18 年６月７日議

決）において「分かりやすい政府会計への取組」として議決している。決議本文は以下を参照。参議院ホー

ムページ<https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/164/k028_06060701.pdf> 
25 稲田圭祐「予算・決算の連携強化に向けた取組」『立法と調査』No.306（平 22.7.1）88 頁 
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フィードバックする機能」26があり、その果たすべき最も重要な役割は、「予算の執行実績

である決算（実績）を、予算（計画）と比較したり、数年間の傾向値をみたり、決算結果

に基づく財政状態、事務事業の実績内容、効果を分析、評価したりすることによって既に

行われた予算執行が与えられた条件の下で最適のものであったかどうかを審査判定し、誤

りがあれば正すことはもちろん、更に将来の財政計画の内容をより一層確実にし、また、

将来の財政執行をより一層適正なものとしていくこと」27にある。その意味において、国会

による決算審査の対象として、予算の妥当性を検証することが難しい現行の決算書の形式

で十分なのか、また、政府がこれにより国民や国会に対して説明責任を果たしていると言

えるのか改めて考える必要があろう。 

例えば、政府が予算案作成時に打ち出す各年度予算のポイント（図表７）は、まさしく

当該年度予算の主要政策であり、国民の関心も高い。そして、その関心は、事後において

はこれらの政策が適切に執行され、効果を生んだのかという点に移っていく。 

 

図表７ 平成 31 年度（令和元年度）予算のポイント 

 

（出所）財務省「平成 31 年度政府予算案」 

 

しかし残念ながら、現状の決算書からは、これらの主要政策について、図表７で示され

た予算額に対応した決算額や政策効果を読み取ることはできない28。昨年の平成 30 年度決

 
26 小村武『予算と財政法〔五訂版〕』（新日本法規、平成 28 年）347 頁 
27 同上、347～348 頁 
28 各府省庁が個別に作成している「政策ごとの決算との対応について」では、政策体系と決算額との対応関係
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算審査の質疑において、国土強靱化予算の執行状況をただされた赤羽国土交通大臣は、「予

算の執行段階においては、一つの政策目的のために複数の事業が行われる場合や、逆に一

つの事業が複数の政策目的を実現するものもある。また、地方公共団体への個別補助や交

付金が含まれている事業など、多様なケースがあることから、政策目的として国土強靱化

のみを切り分けて予算の執行状況はどうだ、決算はどうなっているかということを示すこ

とは、実際上、大変難しいものと考えている。国土強靱化だけではなく、例えばバリアフ

リーの政策、地球温暖化など、全てそうした政策目的の予算の執行状況はどうかというこ

とは共通の問題があり、将来の検討課題と思っている」旨答弁している29。すなわち、政府

としては、決算書の形式の問題以前に、特定の政策目的のみを切り分けた決算額自体を示

すことができないとしている。とはいえ、上述の決算の果たすべき役割に鑑みると、決算

委員会においては、国民の関心が高い各年度の主要政策を中心に、予算額と決算額の乖離

や翌年度繰越し及び不用の発生状況、各政策の費用対効果などについて議論し、後年度の

予算編成や予算執行の改善に貢献することが求められている。そのための議論の前提とし

て、まず政府から適切な情報提供がなされる必要があるが、上記の答弁のとおり政策ごと

に切り分けた決算額を示すことが難しいのであれば、決算委員会として十分な役割を発揮

できないことにもなりかねないと言える。 

政府においては、財政民主主義の原則に立ち返り、どのような形であれば国民や国会に

対する説明責任を果たしたと言えるのかという観点から、決算審査に資する情報提供の在

り方について改めて検討すべきと思われる。特に令和元年度以降の予備費を含む巨額の新

型コロナウイルス感染症対策経費の計上により、国会としてその執行状況を厳しく監視す

る役割が求められている中で、これまでと同様に対策経費ごとの決算額を示すことができ

ないとなれば国民の理解が得られないことにもなろう。決算の持つ重要性がますます高ま

る中、決算に係る政府からの適切な情報提供は非常に重要であり、今後も決算審査の充実

に向けた更なる対応が求められる。 

 

（くわばら まこと） 

 

 
を示しているものの、複数の政策にまたがる項については、対応する政策ごとに内数表記となっているため、

正確な決算額を把握することはできない（財務省「令和元年度決算各府省庁の政策ごとの決算との対応につ

いて」<https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/account/fy2019/r1seihyolink.html>参照）。 
29 第 201 回国会参議院決算委員会会議録第５号 19 頁（令 2.5.18） 


